
評価委員氏名

評価基準

（１）市民参加の手法の組み合わせは十分か

（２）市民参加の回数等は十分か

（３）工夫しているか

№ 対象事項

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

令和２年度　市民参加対象事項（予定）評価シート

評価・意見（市民参加の手法の適切さ、工夫点等）

1
安城市自治基本条例の
改定

2
（仮称）安城市情報化推
進計画

3
安城市国土強靭化地域
計画の策定

4

5

あんジョイプラン９（第８
次安城市高齢者福祉計
画・第８期介護保険事
業計画）の策定

安城市障害者福祉計画
の策定

資料１令和２年２月１４日(金）午後５時まで

安城市役所 市民協働課へ

Ｆ Ａ Ｘ：０５６６－７２－３７４１

Ｅメール：kyodo@city.anjo.lg.jp
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評価基準

（１）市民参加の手法の組み合わせは十分か

（２）市民参加の回数等は十分か

（３）工夫しているか

№ 対象事項 評価・意見（市民参加の手法の適切さ、工夫点等）

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

（１） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（２） □ 十分である □ おおむね十分である □ 十分でない

（３） □ 工夫している □ まあまあ工夫されている □ 工夫されていない 

【意見等】

【その他市民参加の推進全般に関するご意見等】

6
第２次安城市環境基本
計画の策定

7
第２次安城市雨水マス
タープランの策定

8
安城市生涯学習推進計
画の策定

9
第２次安城市スポーツ
振興計画の改定

10
安城市文化振興計画の
策定
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